
一 はじめに

周知のように, 明治期の日本は, 私設鉄道

の路線が官設鉄道のそれを大きく上回ってお

り, その意味では ｢私鉄の時代｣ であったと

いえる｡ 表１によれば, 私設鉄道の開業キロ

は����年に官設鉄道のそれを上回って以来,
毎年��％以上の伸び率を示し, ��年には官設
鉄道の���倍となった｡ その後, 伸び率は低
下するが, 鉄道国有化前年の����年において
も, 私設鉄道の開業キロは官設鉄道の���倍
であった｡

こうした ｢私鉄の時代｣ も����年３月に公
布された ｢鉄道国有法｣ によって終焉を遂げ

る｡ 日本, 山陽, 九州, 関西, 北海道炭礦な

どの五大私鉄をはじめ, 北海道, 岩越, 北越,

七尾, 甲武, 総武, 房総, 京都, 阪鶴, 徳島

など, ��私鉄が����年��月から��年��月にか
けて一挙に国有化されたのである｡ 国有化に

よって, 私鉄で営業路線が��キロメートルを
超えるのは東武, 成田, 南海, 中国など４鉄

道のみとなり, 日本の鉄道の歴史は ｢国鉄の

時代｣ に入ったのである｡

こうして, ����年３月における鉄道国有法
の成立は, 日本鉄道史の大きな画期となった｡

したがって, 多くの研究者がこの鉄道国有化

に関心を寄せてきたのは当然のことであった｡

鉄道国有化に関する研究に大きな影響を及ぼ

したのは, 山田盛太郎 [����] であった｡ 同
書は鉄道国有化を ｢軍事的警察的, 金融資本

的, 統制の実現｣ と規定し, つぎのように述

べている１)｡

｢当初より官行の郵便, 電信電話に対す

る軍義的保安的統制の完全は云ふ迄もない

が, 軍事警察輸送機構 (鉄道) に対しての

その軍義的保安的の統制企図は, 早くより

現はれ, 先づ, 軍部の鉄道計画参画の形態

となり, 後, 漸次, 鉄道国有への傾向促進

として現はれ, 即ち, 私設鉄道買収法案＝

鉄道公債法案 (明治二十四年), 鉄道敷設

法 (同二十五年), 鉄道国有法案＝私設鉄

道買収法案 (同三十三年) として現はれ,

遂に, 鉄道国有法 (同三十九年) の制定と

なるに至る｡｣

このように, 山田は����年の鉄道国有化の
意義を, 軍事的意義と独占資本 (金融資本)

の成立という二面から捉えるとともに, 鉄道

国有化の歴史的過程を, 私設鉄道買収法案＝
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鉄道公債法案 (����年) →鉄道敷設法 (��年)
→鉄道国有法案＝私設鉄道買収法案 (����年)
→鉄道国有法 (��年) という一連の流れで把
握している｡ 山田 [����] は, 日本資本主義
の構造論的把握の一環として鉄道国有化の歴

史的意義を考察したのであるが, その後鉄道

史研究の分野では, 大島藤太郎 [����], 島
恭彦 [����], 富永祐治 [����], 中西健一
[����] など, 鉄道国有化問題を正面から扱
った研究が現れた｡ 青木栄一は, これらの研

究を ｢マルクス経済学の立場から, 鉄道を日

本資本主義発達史の中に位置づけていく研究｣

で, ｢そこでは鉄道発達をマクロ的な視点で

とらえることに主たる関心があったので, 地

域的な問題は大部分捨象され, 基本資料にも

とづく実態分析も十分にはなされなかった｣

と批判した２)｡ そして, 青木自身は, 原田勝

正・青木栄一 [����] を著し, 以後����年代
以降に各地で建設される軽便鉄道を, 地域社

会との関連で検討し, 多くの業績を挙げた３)｡

また, 自らその後の鉄道史研究の動向を整理

し, 鉄道史研究の主流は個別鉄道会社の分析

や, 地域社会のなかで鉄道史を捉えることの
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表１ 官・私鉄別開業路線距離 (1883～1905年) (単位：��)

年次
官設鉄道 私設鉄道 合計

開業キロ 増加率 開業キロ 増加率 開業キロ 増加率���� ����� ‒ ����� ‒ ����� ‒���� ����� ���％ ����� ����％ ����� ���％���� ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％���� ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％���� ����� ����％ ����� ����％ ����� ����％���� ����� ����％ ����� ����％ ������ ����％���� ����� ���％ ����� ����％ ������ ����％���� ����� ���％ ������� ����％ ������� ����％���� ����� ���％ ������� ����％ ������� ����％���� ����� ���％ ������� ����％ ������� ���％���� ����� ���％ ������� ���％ ������� ���％���� ����� ���％ ������� ����％ ������� ���％���� ����� ���％ ������� ����％ ������� ���％���� ������� ���％ ������� ����％ ������� ���％���� ������� ���％ ������� ����％ ������� ����％���� ������� ����％ ������� ����％ ������� ����％���� ������� ���％ ������� ���％ ������� ���％���� ������� ����％ ������� ���％ ������� ���％���� ������� ����％ ������� ‒���％ ������� ‒���％���� ������� ����％ ������� ���％ ������� ����％���� ������� ���％ ������� ���％ ������� ���％���� ������� ���％ ������� ���％ ������� ���％���� ������� ���％ ������� ���％ ������� ���％
出典：『明治四十年鉄道局年報』 付録｡

２) 青木栄一 [����]｡
３) 青木栄一の業績はきわめて多数にのぼり, こ
こですべてを紹介することは不可能である｡ こ
こでは, 青木の ｢地域鉄道史研究｣ の原点とな
ったと思われる ｢下津井鉄道の成立とその性格｣
(『地方史研究』 第��号, ����年) を挙げておく｡
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重要性が認識され, ｢局地鉄道史研究｣ に向

かったとしている｡ しかし, 山田・大島・島

・富永・中西らの研究を青木のように一括し

てしまうことで, そこで提起されてきた重要

な問題を見失ってしまったことも事実である｡

ここでは, 近年の鉄道政策史研究の動向を踏

まえて, 島と中西の鉄道国有化の歴史的過程

に関する研究を取り上げ, そこで何が問題と

されていたかを改めて検討することにしたい｡

二 島恭彦 『日本資本主義と国有鉄道』
の再検討

山田 [����] の鉄道国有化研究をもっとも
ストレートに継承したのは大島 [����] であ
る｡ 同書は, 鉄道国有化後の国鉄の分析を主

たる課題としており, 鉄道国有化の歴史的過

程については第２章 ｢国有鉄道の成立過程と

その本質｣ において簡単に触れられているだ

けである｡ それによれば, 鉄道国有問題は����年恐慌後に起こり, ��年７月の井上勝鉄
道庁長官の建議 ｢鉄道政略ニ関スル議｣ は,

｢爾後日本の鉄道運営の基本となり, 鉄道の

国家的, 軍事的性格を強調し, 私設鉄道買収

の必要と, その好時期なることを力説した｣

ものとされている４)｡ そして, ����年６月に
制定された鉄道敷設法は, ｢全国的に建設予

定線を設定し, 幹線は国営主義をとり, 枝線

は私営を許し, 私設鉄道の国家による買収権

を確認し, 鉄道工事および私鉄の買収費用は,

公債によるべきことを規定した｣ のである５)｡

このように, 大島によれば鉄道敷設法は事

実上鉄道国有法という内実を備えており, そ

れがその後若干の経緯はあるが, ����年３月
に鉄道国有法として実現した｡ すなわち,

｢鉄道国有にたいする資本の要求と, 軍部の

要求は一致し, それが日露戦争の開始後, 急

遽, 実際政治の課題となり, ついに三十九年

の 『鉄道国有法』 の制定となった｣ のであ

る６) ｡

しかし, 島 [����] は, 山田や大島の見解
と若干趣を異にしている｡ 島は, 第１章 ｢国

有鉄道の創出｣ および第２章 ｢鉄道国有化の

本質｣ において, 鉄道国有化の歴史的過程の

問題を扱っている｡ 島は, イギリスの鉄道を

｢産業革命期に於ける市場展開の要請に沿う

て成長し, 資本自体の成熟につれて相互に合

併し, 総資本の要望によって統制され社会化

されて｣ いくという ｢典型的な自生的発展の

型｣ であったのに対して, 日本の鉄道は ｢最

初から鉄道官僚の手で育成され, 財政的, 軍

事的其他殖産興業的意図の下に市場の要求に

先行し超越しつつ, 国家資本或は特権的財閥

資本の形で統合されて行くところの�倒的発
展の型｣ であったとしている７)｡ 富永 [����]
は, これを日本の鉄道発展を固定的に捉える

方法であると批判するが８), 島は必ずしも固

定的に捉えていたわけではなかった｡ そこで,

以下では島の鉄道国有化に関する認識を, 山

田や大島の見解を念頭に置きながら検討する

ことにしたい｡

島によれば, 明治初年の国有鉄道創設時代

と明治末期の国有化とでは, 問題となる局面

が明らかに異なっていた｡ 明治初期から����
年までの国有鉄道創設期には, ｢国鉄を中心

とする鉄道哺育政策｣ が採られ, 鉄道の全面

的な国有を主張した鉄道官僚も確かにいたが,

明確な国有化政策が採られた事実はなかった｡

むしろ, この時期には国有鉄道の払い下げが

企てられ, 政府は財政難を理由に私有鉄道を

奨励し, 株式会社形態のもとに民間資本を集

め, 鉄道建設と経営のみにあたろうとする試

みもなされたのである｡ ����年の私設鉄道条
例は, 幹線鉄道の私有私営を認めたものであ

鉄道国有化の歴史的過程について ���

６) 大島 [����] ��頁｡
７) 島恭彦 [����] ��頁｡
８) 富永祐治 [����] ���頁｡４) 大島藤太郎 [����] ��～��頁｡

５) 大島 [����] ��～��頁｡
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った｡ 島は, この明治初年の国鉄創設時代の

国有化を ｢本源的蓄積の意味をもつ国有化｣

と規定した９)｡ また, この時期には, 軍部よ

りも鉄道官僚の意志が支配的であり, 明治初

年の国鉄創設時代を ｢軍事警察輸送通伝機構

の強行的創設過程｣ と捉え, 軍事的意義を過

度に強調する山田の見解を批判している｡ 鉄

道官僚は, ｢むしろ直接的な軍事目的を排斥

し, 云わゞ上からの殖産興業意識によつてみ

たされてい｣ たのである｡ 軍事官僚が, 鉄道

政策に乗り出してくるのは����年以降, とり
わけ日清戦争以後のことであった��)｡
島は, 明治初年の鉄道創設時代の鉄道国有

化を以上のように把握した上で, ����年の鉄
道国有化の契機については, 日清・日露戦争

を経て日本資本主義が著しい発展を遂げたこ

とを重視し, 次のように述べている��)｡
｢既に明治三〇年に始まる新たな国家資

本の時代 (八幡製鉄所の成立明治三十年,

煙草専売法三十七年, 塩専売法三十八年,

鉄道国有法三十九年) は, 明治十年頃の移

植技術と官僚指導による国家資本成立の時

代と違つて, この期間に於ける産業資本の

成長を基盤として展開されたものである｡

殊に鉄道企業に於ては, 明治二〇年前後よ

りめざましい私有鉄道拡大の時期が始まり,

三〇年代の末期には既にこの国内鉄道網の

整備と国内市場の統一とを足場として, 更

に大陸市場に進出せんとするわが独占資本

の利害が, 軍事的要求に裏づけられて, 在

来の特権的鉄道資本家を圧して一気に鉄道

国有を実現するほどの力を有するに至つた

のである｡｣

このように, 島は日清戦争後の資本主義の

発展と, それを背景とした私有鉄道網の拡大

を国有化の契機として重視しているのである｡

島によれば, ����年の鉄道国有化には ｢経済
的必然性｣ があり, 竹腰与三郎がそれをイギ

リスのグラッドストンの政策に擬したものと

主張したのも, 故なきことではなかった｡

しかし, 島によれば, 鉄道には私有・国有

にかかわりなく, ｢軍事的警察的統制干渉｣

が加えられていた��)｡ また, 井上勝は ｢明治

初年の代表的鉄道官僚にして熱心な鉄道国有

論者｣ で��), 井上が中心になって制定した
｢鉄道敷設法こそ, 鉄道国有への途に第一歩

を印したもの｣ であった｡ 事実, 鉄道敷設法

によって鉄道工事の着手の順序を決め, 建設

計画を検討する鉄道会議が設置されたが, そ

れは井上勝の発案になるものであった��)｡ こ
うして, 島は, ｢国有鉄道は明治二十五年の

『鉄道敷設法』 にバックされて年々拡大され

て来た｣ と, 鉄道敷設法の制定が国有鉄道の

建設を促進するものであったと評価してい

る��)｡
さらに, 島は, 鉄道官僚の鉄道国有主義は,

鉄道敷設法制定後の ｢所謂国鉄私鉄並存時代

にも一貫して鉄道官僚の頭脳の中を流れて｣

おり, そのため ｢私鉄資本の簇出にも拘らず,

格別の抵抗なしに鉄道国有化が一気に実現さ

れた｣ のである��) と, 鉄道国有化における鉄
道官僚の役割を高く評価している｡ そして,

島は鉄道国有化をめぐる鉄道官僚, 軍事官僚,

ブルジョアジーの動向を詳細に検討し, ｢鉄

道国有は国外市場へ進出を目指す資本のエッ

キスパンションの運動と完全に一致した政策

であったのであり, 鉄道国有と同時に京釜鉄

道の買収, 南満州鉄道の創立が行われたのも

この理由からである｣ と結論した��)｡
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このように, 島は, ����年の鉄道国有化の
契機を, いわゆる企業勃興期以降の資本主義

の発展に見出している点で, 軍事的意義を過

度に強調する山田や大島などの見解と大きく

異なるが, 鉄道敷設法を鉄道国有への第一歩

とみるなど, 鉄道国有化の歴史的過程に関す

る認識では山田・大島の見解を踏襲していた｡

同様のことは富永についても指摘でき, 鉄道

国有化への契機という点では詳細な検討が試

みられながらも, 国有化の歴史的過程に関す

る認識では山田以来の通説を踏襲していたと

いえる｡

三 中西健一 『日本私有鉄道史研究』
が提起した問題

青木 [����] の研究史整理によれば, 中西
[����] は, 鉄道史研究の上では大島 [����],
島 [����], 富永 [����] などの延長線上に
位置づけられている��)｡ しかし, こうした整
理はやや乱暴のように思われる｡ 中西 [����]
が出版されたのは島 [����] の出版から一二
年後のことであり, 大島や島の鉄道国有化研

究とは異なって, ｢私有鉄道｣ の側から鉄道

国有化に焦点をあてている｡ そして, なによ

りも中西の鉄道国有化研究の特徴は, 先行研

究として島をきわめて高く評価しながらも,

一方では厳しく批判していた点にみられる｡

そこで, ここでは中西 [����] が, 鉄道国有
化において何を課題とし, それをどのような

方法で追求したかをやや詳しく検討し, 同書

が提起した問題を考えてみたい｡

中西 [����] は, 第１部 ｢幹線交通手段と
しての私有鉄道―国有化｣ と第２部 ｢都市交

通手段としての私有鉄道―国有化以後｣ から

なり, 鉄道国有化問題は第１部において扱わ

れている｡ とりわけ, 第３章 ｢鉄道国有への

道と経済的必然性｣ が, 鉄道国有化問題を正

面から取り上げている｡ 中西によれば, 鉄道

国有化問題において解明されるべき課題は,

①国有化の本質, または性格の規定, ②創設

以来の鉄道発展に則した国有論の史的展開の

追及, ③国有化が国鉄および日本資本主義の

発展に対してもつ意義, または効果の評定の

３点であった��)｡
本章では, 鉄道国有化にいたる歴史的過程

の分析を問題としてきたが, これは中西が提

起した第２の課題にかかわるもので, 具体的

には ｢鉄道国有化問題を左右しうる権力と実

力を有した社会階級のビヘイヴィアを思想的

・政治的および経済的側面から歴史的に考察

すること｣ であった��)｡ そして, 中西は, 第
２の課題については島が ｢際立って精妙な分

析｣ を試みているとして, 次のように述べ

た��)｡
｢国有化の本質の解明と直接関係し, そ

の手がかりを与えるわれわれの第二の問題

にたいして, 際立って精妙な分析を示され

たのは島教授である｡ 鉄道官僚, 軍事官僚,

ブルジョアジーという鉄道国有を推進した

社会各層の国有化をめぐる動きを歴史的に

追求することによって, まさに日露戦争直

後に国有化が実現されねばならなかった理

由と国有の本質を解明するという島教授の

アプローチの仕方は, 見事でありまた説得

的でもある｡｣

しかし, ここで注目されるのは, 中西がこ

のように島を高く評価しながらも, ｢島教授

がこのような方法で到達した結論はともかく,

右のような接近方法をとる限り, 当然取上げ

られ吟味されなければならない多くの歴史的

事実が, 島教授の論述には欠落していること

が指摘されねばならない｣ としていることで

ある｡ すなわち, 中西によれば, 島の研究は

｢とくに資本家階級の国有化をめぐるビヘイ
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ヴィア, つまり鉄道国有の経済的必然性の分

析において, この欠陥が強く露呈している｣

のであった｡ こうして, 中西は ｢とくに資本

家階級の行動と思想に焦点を合わせ｣ て, 換

言すれば私有鉄道史研究という観点から, 鉄
・・・・・

道国有化の歴史的過程に具体的な検討を加え

ていくのである��)｡
中西の分析でまず興味を引くのは, ����年
３月６日に鉄道国有法案, 京釜鉄道買収法案

が衆議院に上程されたときの西園寺公望首相

の演説に対する評価である｡ まず, 西園寺首

相の演説の要点を引用しておけば, 以下のよ

うである��)｡
｢抑も我邦の鉄道に於ける鉄道国有の主

義は諸君も御承知の如く敢て今始ったので

はございませぬ, 維新当時に於て新橋・横

浜及京都・神戸間の鉄道を起工しましたの

に端を開いたのでございます, 而して鉄道

公債を以て之を経営するの一網を明示せら

れたのでございます, 然れども鉄道の普及

は経済上軍事上一日も猶予のならぬ急務で

あったにも拘らず, 当時財政の状態が之が

実行を許さなかったのであります, それが

為めに一部を民業に委するの政策を執った

のでございますけれども, 之は鉄道の速成

を図る権宜の措置に外ならぬのでありまし

て, 所謂一時便宜であったことは明々白々

であると思います｡ 故に民業を特許するに

当っても皆行く行くは国有にせしむるの条

件を保留して其主義を明かにしてございま

す, 即ち明治二十七八年戦争後大に幹線の

拡張を計画しまして, 建設改良に巨額の国

費を投じたのも亦以て官営主義の遂行に外

ならぬのでございます, 又明治三十三年,

私設鉄道法に民業買収の原則を明示したの

も同様でございまして, 我邦の鉄道政策は

終始一貫して以て今日に至ったのでござい

ます｡｣

このように, 西園寺首相は, 日本の鉄道政

策は鉄道創業以来終始一貫国有主義で, 私設

鉄道を認可することがあっても, それは一時

の便宜的処置にすぎなかったとしていた｡ し

かし, 中西によれば, ｢わが国の鉄道政策が

果して終始一貫国有主義で, 私設認可は一時

の便宜的措置に過ぎないものであったかどう

かは大いに疑わしい, というよりこういう見

方は正しくな｣ いのであり, ｢鉄道官僚が国

有政策を一貫して主張したのは事実であり,

また国有をベターとする観念や条件さえ許せ

ば国有化すべきだとする主観的意図が国家権

力の内部に根強く存続していたとしても, 客

観的条件は創設に当たって樹立された国有主

義の貫徹を許さなかった｣ のである｡ 西園寺

首相の演説は, 鉄道国有法案の通過を容易に

するための ｢為政者にありがちな牽強附会｣

であった��)｡
そして, 中西は, 以下 ｢明治二三年の恐慌

と鉄道敷設法の制定｣, ｢二〇年代後期の鉄道

問題と国有鉄道払下げ運動｣, ｢三〇年代前期

の恐慌と私有鉄道買上げ運動｣, ｢国有化の実

現｣ という順序で, 鉄道国有化にいたる歴史

的過程を資本家階級の動向に焦点をあわせて

再構成するのである｡ そこでは, 鉄道官僚や

軍部ばかりでなく, 東京商業会議所, 京都商

業会議所, 富山商業会議所など各地の商業会

議所に結集するブルジョアジー, 三井や三菱

などの財閥, さらには財界の大御所渋沢栄一

などの動向が詳細に検討され, 鉄道国有化へ

の経済的必然性が解明されている｡

そして中西は, こうした中で資本家層の動

向について, いくつかの注目すべき指摘を行

っている｡ まず, ����年６月に鉄道敷設法が
成立するが, 中西によれば ｢鉄道敷設法の制

定以後国有問題は社会的視界から消えていっ

た｣ のであった｡ 鉄道敷設法は, 鉄道官僚に
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具体的な計画目標を与え, 鉄道官僚は鉄道建

設に鋭意努力を傾けるようになった｡ また,

軍部や資本家はそれぞれ独自の立場から鉄道

輸送力の拡充に関心をいだくようになるが,

鉄道国有化ではなく広軌改築論が鉄道論議の

中心を占めた｡ とくに, ブルジョアジーの鉄

道に対する関心は, もっぱら ｢商品流通と国

内市場の拡大の手段である鉄道輸送力の増強

策｣ に向けられたのである｡ 中西は, 鉄道敷

設法の成立を鉄道国有化の前提とする山田

[����] 以来の通説に対して批判的であった
といえる｡

次に注目されるのは, 田口卯吉が中心とな

ってまとめた東京経済学協会の ｢鉄道調査報

告｣ (渋沢栄一, 益田孝, 佐分利一嗣, 田口

卯吉) を, ｢もっぱら経済上の目的から, 総

延長二, 〇四〇マイルに達する一四の路線の

計画を立てており, まさに井上鉄道庁長官の

それに対比される民間の 『鉄道政略ニ関スル

議』 であった｣ と評価している点である��)｡
鉄道庁長官井上勝の ｢鉄道政略ニ関スル議｣

が著されたのは����年７月であったが, それ
から間もなくして経済界からも全国的な鉄道

網の形成が構想されていたのである｡ そして,

日清戦後の資本主義の発展の中で, 富山商業

会議所や神戸商業会議所から出された鉄道運

賃の値下げ要求, それに対する東京商業会議

所の反対と広軌改築建議などを取り上げなが

ら, 鉄道の整備・拡張が要請されるようにな

ったとしている��)｡ こうして, 中西によれば,
鉄道敷設法の成立を画期に, ｢官僚も産業資

本も鉄道網の増強に主たる関心をもち, 所有

形態に関する問題は後景にしりぞいてしまっ

たのであ｣ った��)｡
このように, 中西は日清戦後の資本主義の

発展の中で, 鉄道網の整備と拡張を求める資

本家階層の多様な動向を明らかにし, 鉄道敷

設法の成立から鉄道国有化にいたる過程を直

線的に捉える従来の見解を批判するのであっ

た｡ そして, ����年の鉄道国有化における経
済的契機を重視し, ｢ビスマルク的国有化論｣

についても批判的に再検討を加え, 国有化が

経済的必然性を内包していたとするのである｡

おわりに

こうして, 中西 [����] は鉄道国有化の歴
史的過程の再検討を提起していたように思わ

れる｡ しかし, それから２年後に著された原

田勝正 [����] は, 山田 [����]・大島 [����]
・島 [����]・富永 [����]・中西 [����] を,
｢山田氏の 『軍事警察的輸送通伝機構』 とい

う立場にそって, 軍事統制と金融資本支配の

徴表という二点から鉄道国有を把握する立場

から, いわゆる 『ビスマルク的国有』 という

規定を加え｣ たものと一括して把握し, 中西

が提起した問題を十分に把握せず, 国有化の

歴史的過程に関する議論を進めていったよう

に思われる��)｡
原田は, ｢鉄道国有は, 明治初年政府が鉄

道の建設および経営を, 政府の方針としてと

りあげて以来, 一貫して政府の鉄道政策にお

ける重要な課題としてつねに問題とされてき

た｣ と, 鉄道国有が政府の一貫した政策であ

ったとしている｡ そして, ����年の鉄道国有
化への過程も, ｢官設官営を基本方針としつ

つ, 政府が私設鉄道を認めなければならなか

った状況がまず客観的に存在し, 官設・私設

両鉄道併存という状況を前提としてブルジョ

アジー・軍部・官僚さらには政党政治家の利

害がからみ合い, 鉄道官僚がこれに対応しつ

つ, 国有への目標に少しずつでも接近しよう

という｣ 過程として捉えている｡ 原田によれ

ば, このような鉄道国有化への歴史的過程を
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｢国有化への一貫した視角のもとに整理しな

おす｣ ことこそが, ｢鉄道国有を日本資本主

義の発展過程において全機構的視野からみる｣

ものであった��)｡
原田 [����] は, 以上のような視角から鉄
道敷設法成立の諸契機と必然性を分析したも

ので, ｢鉄道国有化の要請｣, ｢鉄道国有をめ

ぐる議論｣, ｢鉄道国有政策の決定｣ という構

成を採っている｡ そして, 原田は ｢国有化の

機運が醸成されたのは, ����年恐慌以後のこ
とであ｣ るとして��), ブルジョアジー, 軍部,
鉄道官僚の動向を検討し, ｢一方におけるブ

ルジョアジーの鉄道に対する態度と, 私設・

官設のいずれにせよ軍用鉄道としての整備を

要求する軍部の立場とが, 鉄道国有の機運醸

成に大きな影響力をもつにいたった｣ とみる

のであった｡ そして, ����年７月に井上勝鉄
道庁長官が提出した建議書 ｢鉄道政略ニ関ス

ル議｣ は, ｢かれが一貫してとってきた国有

政策｣ を表現し, ｢鉄道国有を実現する政策

を具体的に提案した｣ ものであった��)｡ 鉄道
敷設法は����年６月に成立するが, それは
｢鉄道政略ニ関スル議｣ を基礎に, ｢鉄道国有

化の第一の試みとして｣, ｢資本の側からする

国有化の客観的要請をはらみつつ, むしろ鉄

道官僚の強い主導権のもとに法案化された｣

のであった��)｡ 鉄道敷設法の成立から����年
３月における鉄道国有法の成立にいたる経緯

については触れていないが, 原田は鉄道敷設

法が鉄道国有化への第一段階で, 明治初年か

ら鉄道官設官営主義を唱えてきた, 鉄道官僚

井上勝の強いイニシアティブのもとに成立し

たとみている｡

原田には多くの著作があるが, 近年までそ

の主張は一貫しているように思われる｡ たと

えば, 鉄道国有化について論じたものとして

はもっとも新しい原田 [����] は, 鉄道国有
化について次のように述べている��)｡

｢もともと, 鉄道の国有化については,

これを主張する立場に三つの流れがあった｡

ひとつは井上勝を中心とする鉄道官僚の主

張であり, 一八九二年の鉄道敷設法は, も

ともとは彼らの鉄道国有化の政策から出た

結果であった｡ 第二は, 軍部の主張で, こ

れは第一の立場より少し遅れて, 鉄道の軍

事的利用効率を高めるという理由から, 前

にふれた大沢界雄が中心となって主張しは

じめた｡ 第三は, 財界の主導で, この場合

は, 一八九〇年の最初の資本主義恐慌のの

ちにまず唱えられ, さらに日清戦争後の投

資ブームののち不況に見舞われると再燃す

るというように, 景気が沈滞すると彼らの

国有論が台頭するという傾向を示していた｡

鉄道の国有化は, これらのなかの第一の立

場に, そのあとから強まってきた軍部によ

る国有論が決定的な要因となって具体化し

たというべきであろう｡｣

このような鉄道国有化の歴史的過程の捉え

方は, これまでに検討を加えてきた山田

[����]・大島 [����]・島 [����]・富永
[����] と軌を一にしており, 中西 [����]
の提起した問題を十分に組み入れたものとは

なっていない｡ 日本の鉄道国有化については,

これまでの研究と比べると, はるかに豊富な

イメージをもって語られるようになったが,

国有化にいたる歴史的過程の枠組みそのもの

に関する認識は, ほとんど変わっていないよ

うに思われる｡

問題は, このような鉄道国有化の歴史的過

程の理解は, 鉄道省 [����] を踏襲したもの
であったということである｡ 同書は, 鉄道省

が鉄道創業��年を記念して編纂したものであ
るが, 井上勝の ｢鉄道政略ニ関スル議｣ から
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鉄道敷設法の制定を経て国有化に至るまでの

鉄道国有化の歴史的過程を, 鉄道国有主義を

基底とした一連の動きとして捉えている��)｡
すなわち, 山田 [����] によって先鞭を告げ
られ, 大島 [����]・島 [����]・富永 [����]
などによって引き継がれ, 原田 [����] によ
って精緻化された鉄道国有化の歴史的過程に

関する認識は, 実は鉄道省 [����] の認識を
前提に形成されていたのである｡

明治初期の鉄道政策史において, こうした

問題点を早い段階から指摘してきたのは星野

誉夫である｡ 星野は, 星野 [����] [����]
[����] などの一連の論文の中で, 日本の鉄
道政策が明治初期から基本的には国有主義で

あったという通説を批判してきた｡ そして,

近年になって中村尚史 [����] が星野の主張
を引き継ぎながら, 明治期の鉄道史を産業史

的にまとめた｡

また, 小風秀雅 [����] [����] は, 鉄道
政策史における鉄道官僚井上勝の位置を相対

化し, 鉄道敷設法が制定されるまでの鉄道政

策史を再構成している｡ そして, 鉄道敷設法

成立以後の鉄道政策史については, 松下孝昭

[����] が鉄道敷設法の成立過程から国有化
にいたるまでのさまざまな議論を丁寧に跡づ

けながら明治期の鉄道政策史を再構成し, 鉄

道敷設法を鉄道国有化への第一段階とみる見

解を退けている｡

これらの近年の研究が目指しているのは,

鉄道省 [����] における鉄道政策史像からの
脱却であった｡ 星野は執拗にそのことを主張

してきたが, 実はそれは本稿で検討してきた

ように, 中西 [����] によってすでに指摘さ
れていたのである｡ 日本の鉄道史研究は, 鉄

道史や商品流通に関する大型資料集の刊行や

鉄道史学会の設立などもあって, 青木氏が提

唱した ｢基本資料にもとづく実態分析｣ が著

しく進んできた｡ しかし, 鉄道国有化の歴史

的過程については, 鉄道省 [����] の枠組み
をまったく超えていなかったといえる｡ 脱却

すべきは, ｢マルクス経済学の立場から, 鉄

道を日本資本主義発達史の中に位置づけてい

く｣ 方法ではなく, 鉄道省 [����] の方法で
あったのである｡
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